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４－２ 個人で用意する物 

１． はじめに 

ボランティアによる火山灰の除去作業を行う場合に必要な安全衛生管理について 

有珠山の噴火活動も一息ついたとのことで、降り積もった火山灰の除去作業が行われるこ

とになりました。道路、水路、公園などの公共施設のほか、家屋や店舗等に積もった火山灰

を取り除くに当たっては、危険な作業も多く、細心の注意が必要になります。ところが、業

者や自治体の公務員が行う場合は、労働安全衛生法等の規制がかかり、作業に伴って必要と

なる安全衛生管理が行われますが、ボランティアの場合は法律の枠組みがなく、規制や管理

が行われないので、安全衛生管理がなおざりになっています。 

 

公的サービスは、人手や予算の制限もあり、主として公的施設を中心に行われますので、

個人の住居や店舗等は原則として自分たちで行わなければなりません。家族や親類、隣近所

の助け合いで作業が可能な人も多いと思いますが、独居の高齢者など高齢者世帯など、助け

が必要なケースもあるでしょう。その際に、隣近所以外の地元ボランティアらが作業を手伝

うことが求められます。 

 

火山灰の除去は通常の清掃作業とは大きく異なり、特に有珠山の火山灰は粘土質なので滑

りやすく、転倒や転落の危険があります。夏季には日射病を起こす可能性があります。また、

腰痛や火山灰の吸入による呼吸器症状が中長期的に起こるかもしれません。作業によるボラ

ンティア自身の"二次災害"を引き起こさないために、参考にしていただければ幸いです。ま

た、ボランティアは活動をし過ぎないことも大切です。被災された方が、再び自分の力で立

ち上がれるようにサポートをし、あとは地域のコミュニティーがその地域なりのやり方で動

かれることを尊重すべきでしょう。 

 

このマニュアルでのボランティア本部は、市町村単位の現地本部を想定しています。長期

滞在するケースもある本部スタッフは別にして、一般のボランティアは日帰りで活動するこ

とを想定しています。また、ボランティアや被災住民への炊き出しなどの作業は、別途、食

中毒防止などの徹底が必要です。日帰りできないほど交通が回復していない場合には、現地

入り自体が復旧の妨げになりますし、広域だという場合は全体の構想が異なると思います。

どちらかといえばボランティアをする個人より、ボランティア組織や団体などを想定して書

きましたが、ボランティアをされる方も本部でこのような準備や体制があってこそ現場で活

動がスムーズに行くことをご理解ください。 

 

このマニュアル（案）内容や現場巡回チェックリスト、健康チェックカードは、利用者の

責任において自由にご利用ください。隋時改定をしたいので、皆様方のいろいろなご意見を

洙田まで頂戴したいと考えております。どうかよろしくお願いいたします。 
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２．ボランティア本部の仕事 
２－１ 被害状況の調査・分析 
2-1-1.   被害情報など各種情報の収集 

被災者を始め、連携している地元の災害対策本部や自治会など各種団体より被害状況やニーズなど

の情報を収集する。その際、日時、場所、所有者(管理者)名、連絡先(電話番号など)、被害の程度、要

望事項などの各項目は必ず聞き取るか、または文書でもらう。現場写真が添付されているのが望まし

い。 

また、被災地域およびその周辺にあるボランティア活動に必要な施設・設備やインフラ（災害対策

本部、市町村役場などの官公庁、各種団体、病院・診療所、救護所、交通網など）の情報も収集する。 

 

2-1-2.   被害状況カードおよび地図の作成 

 各世帯や施設・設備やインフラごとに被害状況カードを作成し、このカードに被害状況やニーズを

記入し、ファイルに綴じておく。これをもとに白地図に情報と日時を書き込む。カードおよび地図に

は作業の進行状況も記入できるようにしておく。 

 

優先順位： 

１)「2.1.1.被害情報など各種情報の収集」は、全力を挙げて取り組む必要があるので、最優

先する。 

２)「2.1.2.被害状況カードおよび地図の作成」では、余裕のないときにはカード作成より地

図作成を優先し、余裕のできた時点できちんとしたカードを作成する。 

 

手法： 

１) コンピュータとこれを使いこなせる人材がそろっている場合には、情報のデータベース

化を行い、コンピュータ上で地図を作成し、各種情報とリンクできるようにする。また、情

報発信も同時に行う。 

２)  １)ができない場合には、白地図のホワイトボード化を行う。壁または広いテーブルに白

地図を貼り、透明のビニール（テーブルクロス用など）で覆う。情報を油性マジックで記入

し、消すときにはベンジンを使う。地図は、被災規模に応じた縮尺（現場では２万５千分の

１や１万分の１が望ましい）とする。 

３) )もできない場合には、白地図に直接情報を記入する。いろんな色を使うと見やすくなる。 

 

⇒ 被災状況や作業状況をつかむことによって、作業の終了時期を早くから見通し、ボランティア活

動の終了、本部の撤去時期も早期に内外に公表する。 

 

 

 

２－２  活動計画の策定 
2.2.1.   活動目標の決定 

 さまざまな場所における活動内容のうち、今回のボランティア活動としてどこまでやるのかを決め

る。市町村の災害対策本部や住民と調整して、住民、ボランティア、行政等の役割分担を明確にする。 

 

関連事項 

１) その時点では行われていない対策が、行政によって準備されていることが少なくない。

また、自治体への情報提供がきっかけで、行政の責任による対策が行われることがあるから
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である。 

２) 火山噴火災害では、地元行政の機能喪失や社会的なインフラの破壊が阪神大震災のよう

に大規模に起こることは考えにくいので、地元行政との協議が必要になる。 

３) ボランティアがいるからという、ただそれだけの理由で仕事を無理に作り出すようなこ

とは避ける。 

 

2.2.2.   活動期間の決定 

活動目的の達成に必要な活動期間を算定する。準備の段階から、行政だけでなく地元の日常活動を

行っている団体・組織と連携し、ボランティア現地本部の活動期間終了後のフォロー体制を検討して

おく。 

ボランティア現地本部が長期間必要になることは滅多にない。被災地や被災者の負担を考え合わせ

て、できるだけ短期を目標とすべきである。 

 

 

２－３ 個別ニーズと現場活動 
活動内容を拡大する際、現場で勝手な判断をしないよう徹底しておく。あらかじめ現場リーダーに

裁量範囲を伝えておく。裁量範囲を越えた場合には、本部と協議するため現場との情報連絡手段と連

絡責任者を確保する。 

個々のボランティアやボランティア組織は、必ずしも災害復旧作業や安全衛生管理の専門知識をも

っているとは限らない。だから、対応能力以上の活動を迫られた場合には、断るのが当然である。し

かしこの場合、被災者とのトラブルになる可能性が高いので、本部が仲介を行う。 

  

 

２－４  住民への広報 
活動内容と期間を決定した後、できるだけ速やかに内容や受付の場所などの情報を住民に知らせる。

やることは「これだけ」と明記するほうが望ましい。復旧作業を自力で可能な人より老人世帯や障害

者家庭などを優先すること、危険物、発火物などがある場合には、処理を専門業者に委託した後の作

業となることなども明記しておく。 

 

 

２－５ 作業場所や内容の割り振り 
 ニーズに基づいて、前日のうちに翌日の作業方針を決めておく。活動に参加する人数の増減に応じ

て、対応できるように余裕を持っておく。また、受付場所と作業現場の間の交通手段を確保しておく。 

 

 

２－６ ボランティア受付 
2.6.1.   チームの編成 

 チームリーダーを決める。集団活動のリーダー経験者がいるかどうかなどを目安とする。客観的な

視野を持っていることが望ましい。リーダーの仕事を説明し、了解してもらうこと。 

 事前の募集段階で、５，６人がチームとなることを広報しておき、そのまま作業に移行できるよう

な形が望ましい。 

 １チームはハードな肉体労働に耐えうる人５，６人に、サポートも含めた作業従事者が少なくとも

２，３人が望ましい。住民と一緒に作業をする。作業基準の遵守のチェック役なども委ねる。 
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2.6.2. 健康チェックカードに記入 

 ボランティアを把握する場所は受付以外にない。ここで、添付の健康チェックカードに記入するこ

とで、ボランティア自身の健康・安全管理意識を高めてもらうことが重要となる。以下の項目に該当

する人は、肉体労働には不向きな人なので、軽作業に回ってもらう。このため、受付や本部での事務

作業など、軽作業を用意しておければいい。医師、看護婦、保健婦が本部に常駐することが望ましい。

地元の医師会や日赤などとの連携を図る。 

 

１）７０歳以上はお断りする（自分の家の片づけに立ち会うときに無理にボランティアが排

除することはしない） 

２）６５～７０歳は軽作業に回ってもらう（同上） 

３）最低血圧が９０以下で、かつ最高血圧が１４０以下の範囲内はＯＫ。それ以上は高血圧

なので、肉体労働に従事していいかどうか医師、看護婦、保健婦に相談の上、再度受付をし

てもらう。 

４）心臓病やケガ、その他病気がある人は、作業に従事していいかどうか医師に相談の上、

再度受付をしてもらう。 

※医師の指示については作業リーダーに伝えたうえで、基本的にはボランティア自身の自己

管理する。 

 

2.6.3.   ボランティア保険の登録確認 

 社会福祉協議会や日本赤十字で、原則個人負担によるボランティア保険を平常から受け付けている。

ボランティアの受付で登録の確認や、保険加入ができることが望ましい。 

 

2.6.4.   統一した認識票、腕章、ゼッケンの交付 

 その本部で登録したボランティアであることを明示するものが必要になる。名札などに血液型も記

入する。万が一の事故対策の面もあるが、ボランティア自身の安全意識の高揚に役立つ。 

 

2.6.5. 安全衛生管理情報の事前通達 

 安全衛生管理上、重要と思われる情報を事前に関係各機関、特に参加予定のボランティア団体に通

達しておく。 

 

2.7.     オリエンテーションの実施 
2.7.1.   活動内容の概説 

 活動計画に沿って、現況や最終目標、当日の達成目標、注意点などを概説する． 

 

2.7.2.   作業基準の説明 

 火山灰が肺に吸入されると中長期的な障害を起こす可能性があることを説明する。 

 

2.7.3. 安全管理の徹底 

 無理な作業をしない、がんばりすぎないこと。滑りやすいため、転倒や転落に注意する。事故の防

止を作業効率より優先。不潔な環境のため、ケガをした場合は破傷風などに感染する危険があるので

医師による治療は必須となる。事故などがあれば、直ちに救護所や診療所、病院などに搬送する。 

 

2.7.4. 作業時の服装・装具などのチェック 

 ケガ防止のため、暑くても長袖、長ズボンの厳守。転倒・転落する恐れのある場所での作業では、
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ヘルメット着用を義務付ける。手袋は、少なくとも軍手、耐油性のゴム手袋があれば望ましい。靴は、

運動靴→長靴（そこに鉄板が入ったもの、滑り止めのもの）や長めの地下足袋→安全靴の右に行くほ

ど望ましい。 

 

2.7.5.   防塵マスクの着用 

 作業環境には、火山灰という粉塵が浮遊することになるので、国家検定に合格した防塵マスクを使

用する。しかし、たとえ国家検定に合格した防塵マスクであっても、使用者が正しく使用しなければ、

効果はない。以下の２点を守ることが必要である。 

１)使用者の顔面にあったものを選ぶ。 

２)正しく使い、正しい保存をする。 

 夏季では、息苦しさや暑さを和らげるために、マスクの締め紐を緩めたり、タオルで顔面を覆

い、その上からマスクを着用するなどすることが多いので注意する。 

 

 

２－８ 外部への広報 
 ホームページの開設や、地元マスメディアへの広報、広域連携組織への情報提供などを通じて、ボ

ランティア本部が設置され、ボランティアの受け入れや作業依頼の受け入れを開始したことを広報す

る。終了時期についても、早期に明示する。ホームページでの情報提供は、情報の垂れ流しにならな

いよう、正確さと鮮度を確保する。情報担当者は、本部の中枢スタッフとなる。いいかげんな情報は

流さず、情報ソースも明確にしておく。 

 

 

２－９ 資器材の調達 
 地元の建設事業者などに、操作者と一緒に支援・連携を求められれば望ましい。トラックは大型よ

り２ｔ以下のもの、軽四駆トラックは小回りが利いて使いやすい。一輪車は必携。ボランティアは使

用したことのない工具は事故防止のために使わない。提供資材は、作業終了後の後始末も考えて、要

返却、処分可能などを明確にしておく。車両類は、その場で使いっぱなしのリースができれば望まし

い。 

 スコップ、竹ぼうき、ゴムホース、たわし、バケツ、バール、タオル・ウェスなどは消耗資材とな

る。一般からの少量物資より、民間企業などからまとまった支援が受けられれることが、作業上も望

ましい。 

 

 

２－１０ 作業基準の決定 
2.10.1.  突然死の予防 

 不潔な環境でのハードな作業であり、作業基準の遵守は重要である。また重労働であり、このよう

なケースの作業で突然死として考えられることは以下のものがある。 

１)心臓発作  

 高血圧や中性脂肪、コレステロールが高いと心臓発作が起こりやすい。高血圧や高コレステロ

ール血症で治療中である場合には、原則として重作業を遠慮してもらう。また、心臓病で治療中

である場合は、作業をしてはならない。 

２)負傷 

 負傷した場合は、破傷風の恐れがあるので、直ちに洗浄し手当てを行う。重傷は直ちに病院に

運ぶ。 
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３)脱水、日射病  

 休憩の時に水分と塩分を十分にとる。スポーツドリンクが望ましい。 

４)食中毒 

 炊き出しの際には、食中毒発生の危険が増すので十分に注意する。 

2.10.2.    労働時間の管理 

 ５０分の労働に対して１０分の休憩をとる。日中は、疲労度に応じてさらに休憩をする。昼食時間

は１時間とる。１日の作業時間は、昼食や休憩時間を含めて６時間以内を目安とする。 

 

2.10.3.    水分補給の管理 

 熱射病や脱水症状の予防のため、休憩時に十分に水分と電解質（スポーツドリンクが望ましい）が

補給できるようにする。ボランティア自身に持参してもらうと共に、本部でも企業などの協賛を受け

ることが望まれる。 

 

2.10.4.    住民の仕事とボランティアの仕事の区分原則 

 他人の住家に侵入して行う作業であることの意識を徹底する。外部から盗難などがないよう、住民

やボランティア以外の出入りにも気を付ける。 

 住民作業の補助的役割がボランティアであり、必ず住民も参加して行う。高齢者などの場合は、本

人か関係者の立ち会いで作業する。住民の許可の元で、作業前写真と作業後写真を取ることも有効で

ある。予定作業以外の作業を頼まれた場合は、原則として本部と連絡を取り合ってから対応し、現場

で安請け合いは厳に慎むこと。 

 

2.10.5.    トイレ、特に女子トイレの確保、事前点検 

 作業の申し込み段階で、住民側にトイレの使用が可能か、近所で貸してもらえるかなどの確認をし

ておき、作業班に徹底する。特に女子トイレは不足しがちであるので、格別の配慮が必要である。 

 

2.10.6.    休憩場所の確保 

 作業スケジュールに沿って、休憩時間を過ごす場所を確保する。休憩時に、清潔に手洗いをしてか

ら飲料を飲むことを徹底する。昼食時間時には、食中毒や感染症の予防のために、清潔に手洗いがで

きて食事が出来る場所を設定しておく。昼食や飲料は、ボランティア自身が事前に確保し、休憩時ま

では清潔に保管しておくことを徹底する。 

 

2.10.7.    ボランティアの甘えの排除 

 被災地内のうわさ話などをおしゃべりしたりしない。ボランティアだからと言って勝手なことはし

ない。無資格で重機などを使わない。 

 

2.10.8.    作業終了時のチェック 

 作業終了時に、依頼住民に家屋内外を確認してもらい、終了書類にサインをもらう。 

 

 

２－１１  現場活動の後方支援 
2.11.1. 現場の巡回 

 作業基準を守っているかどうかをチェックして回る。飲料など現場に不足している物資があれば補

給する。現場巡回チェックリスト 
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2.11.2. 事故時の対応 

 現場のチームからは、事故時には必ず連絡することを徹底する。現場から医療機関に搬送できなか

ったり、１１９番ができない場合に、情報を転送する。事前に、ボランティアが作業していることを

地元消防などに通報しておき、万が一の際の出動を要請しておくこと。 

 各班のリーダーには、事故時には現場で甘く判断せず、近所の医師に相談するか、１１９番をして

救急搬送を依頼させる。作業にはいる前に、各班ごとに作業現場近くの医療機関を確認し、あらかじ

め本部から連絡をしておく。地元保健所とも、大枠で事前すりあわせしておくことが望ましい。休日

でも診療してくれる医療機関を確認しておく。 

 

 

２－１２  作業後の入浴など 
 不潔な環境での作業後、公衆浴場などで入浴して着替えられるよう、公衆浴場などの場所を確認し

ておき、各リーダーに周知しておくとともに、地図にも表示しておく。 

 

 

３．  各作業チームリーダーの仕事 
３－１.  携帯電話など、本部との連絡手段の確保 

 緊急時など、ボランティア本部と連絡できる通信手段を確保しておく。 

 

３－２.     住民との作業内容の調整 
作業開始前に、住民と依頼内容の再確認する。作業中に、事前調整していない依頼があった場合に

は、本部と連絡を取って対処する。原則的に無理をしない。 

 

３－３ 安全管理の徹底 

 事故が起きた際に、直ちに医療機関に搬送するなど、安全管理がリーダーの仕事であることを十分、

認識する。事故時に、相談、搬送する医療機関などを確認しておく。作業の進行が遅くても休憩時間、

昼食時間を厳守し、チームのメンバーがぐったりしていないかなどを目配りする。 

 

 

４． 個々のボランティアの仕事 
４－１     安全衛生管理の徹底 
 作業前日は睡眠をよく取り、風呂に入ってぐっすり寝る。無理をしない。 

４－２     個人で用意する物 

（本部で用意されている物があるかもしれません。事前に確認してください） 

長袖、長ズボン、レインコート、軍手、長靴（安全靴がベスト）、替えの靴、タオル、洗面用具、替え

の下着、靴下、シャツ、ズボン、飲料、昼食、保険証（少なくともコピー）、携帯電話、笑顔！ 

 

 

健康チェックカード 

 
氏名  

住所  
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電話番号  

緊急時連絡先  

年齢  

ふだんの血圧 / 

心臓病 ある   ・   ない 

治っていないケガ ある   ・   ない 

その他の病気 ある（             ）・ない 

血液型 Ａ ・ Ｂ ・ ＡＢ ・ Ｏ 

・除灰作業の重労働に従事される方の健康状態のチェックにご利用いただけます。 

・高血圧の方、心臓病の方、その他病気の方々は、重労働の作業をお断りすることもござい

ますが、なにとぞご了承下さいませ。 

・治っていないケガがある場合は、泥水に傷口が触れて化膿するなどの可能性がありますの

で、医師、看護婦、保健婦に相談してください。重労働の作業をお断りすることもございます

が、なにとぞご了承下さいませ。 

? この場合、軽作業をお願いすることがあります。 

・作業を行う際、自分の周りの方がぐったりしていたり、へたりこんでいたりしていないか、お互

いに注意しましょう。 

・健康チェックで異常がない方でも、作業中、身体の不調がございましたら、直ちに作業を中

止し、周りの者に声をかけて下さい。 

・何か、異常やトラブルなどがありましたら、直ちに作業チームのリーダーに報告し
てください。 

 

 












































